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�愛媛県告示第１１１８号
平成２９年度愛媛県消費行動実態調査を次のとおり実施するので、

愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の

規定により告示する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

消費者問題や消費者教育について、消費者、学校、事業者が取

り組んでいる消費者教育関連項目を調査することにより、県民の

消費者教育の推進を図るための基礎資料とする。

２ 調査対象の範囲

� 消費者調査票：１８歳以上の男女

� 学校調査票：学校教育法規定の全学校種

� 事業者調査票：平成２４年経済センサス－活動調査において従

業員３００人以上の大規模事業所又は中小企業基本法による中小

企業及び小規模事業企業に該当しない大規模事業者

３ 報告を求める事項

� 消費者調査票：消費者問題に関する意識調査、消費者教育に

関する調査、消費行動に関する意識調査、消費者トラブルの意

識調査、相談機関の認知度等

� 学校調査票：消費者教育に関すること、消費者教育推進の課

題・意見等

� 事業者調査票：消費者志向経営の取組状況、法の認知度、消

費者教育の取組等

４ 報告を求める事項の基準となる期日又は期間

平成２９年１１月１日現在

（一部の項目については、平成２８年４月１日から２９年３月３１日

までの期間）

５ 報告を求める者

� 消費者調査票：約２，０００人

� 学校調査票：約７５０校

� 事業者調査票：約１００事業者

６ 報告を求めるために用いる方法

調査票の郵送による自計方式

７ 報告を求める期間

平成２９年１０月２３日から１１月７日までの間

�愛媛県告示第１１１９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１１２１号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年８月８日愛媛県告示

第９２１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度

変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１２２号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年８月８日愛媛県告示

第９２１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

ドラッグセイムス西予野村薬局 西予市野村町野村１０号５０３番地１ 株式会社西日本セイムス 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
１０月１日

はる薬局 松山市井門町４５９番地４ はる調剤株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
１０月１日

ファーマシィ薬局今治 今治市喜田村七丁目２番４２号 株式会社ファーマシィ 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
１０月１日

今治みかん薬局 今治市喜田村七丁目２番３７号 ウインウエイ株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
１０月１日

たんぽぽ薬局今治喜田村店 今治市喜田村七丁目２番４１号１階 たんぽぽ薬局株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
１０月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

有限会社ＴＥＮＫＯＵ 松山市山越１丁目２２番２０号 訪問看護ステーションてんこ
う 松山市南斎院町１３３８番地１０５ 精神通院医療 平成２９年

１０月１日

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
番地１

日本財団在宅看護センターし
こく

四国中央市三島宮川四丁目１０
番７２号 精神通院医療 平成２９年

１０月１日

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字上大
野１２２１－２、１２３３

北宇和郡日吉村大字上鍵山１
番戸
奥 島 純 吉

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２４３１

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５０番地
芝 虎馬太

〃

北宇和郡鬼北町大字上鍵
山１７７９－１

北宇和郡日吉村大字上鍵山１０
８２番地
芝 智恵子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２４３２

北宇和郡泉村大字小倉２７番戸

佐 竹 敏 雄
〃

北宇和郡鬼北町大字上大
野９４６、９７４、９７７、９９１

北宇和郡日吉村大字上大野甲
２９２番地
三 好 章

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２４２９

北宇和郡鬼北町大字父野川１５
番戸
大 森 兼太郎

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２６３、２２６４、大字父
野川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
４３番地
川 添 岩 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２９番地
川 添 安 光

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２６６、２３０９

北宇和郡日吉村大字父野川下
１１２２番地
川 添 安 光

〃

愛 媛 県 報平成２９年１０月２０日 第２９１９号

７８２
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１２３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年１０月２０日から１１月２日まで

�愛媛県告示第１１２４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２９年１０月２０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２８１

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５０５番地
川 平 重 男

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１４９３番地
谷 廣

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２７６、２２７８

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１２４７番地
谷 廣

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中２１１

北宇和郡日吉村大字父野川甲
３４９番地
藤 田 義 文

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１４８２番地
川 平 實

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２３０６、大字父野川中
８８９、８９０、８９５、８９８、９０
０、９１３

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
２５６番地４
駄 場 文 朝

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２１９４

宇和島市大浦甲２１５番地３

長 瀧 哲 夫
〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２９番地
川 添 福 松

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８７５

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２２００番地
栗 野 隆 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２７７

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１２６５番地
井 上 忍

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２２００番地
川 添 サ キ

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川甲
５０番地１
川 添 勝 義

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５３４番地
三 好 重 平

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川乙
１４７２番地１
中 井 梅太郎

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５２１番地
三 好 兵 馬

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５０７番地
芝 龍 馬

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２６３、２２６４

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２０７２番地
影 山 友 治

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８、８６９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２３番地
川 添 留治郎

〃

〃
北宇和郡日吉村大字父野川１１
３番戸
川 添 伊勢松

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２６３、２２６４

北宇和郡日吉村大字父野川甲
３９番地
川 添 紋 治

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８６８

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１５６０番地
土 釜 庫 治

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２６３、２２６４

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１６１４番地
上 田 石 男

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２３０７、２３０８

東京都板橋区太谷口北町５０番
３－６０１号
川 添 泰 史

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５２８、１５４６

松山市柳井町三丁目１番地５

藤 田 賢 次
〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８９３

宇和島市桝形町一丁目４番１
号
渡 辺 貢

〃

〃
宇和島市大宮町三丁目３の５

大 石 敦 子
〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８９２、８９３、９０９、９１２

北宇和郡日吉村大字父野川中
４８番地
渡 辺 文 恵

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２７６、２２８０

北宇和郡日吉村大字父野川下
１３５５番地
上 田 登

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８７８、８８０から８８２、
８８８

北宇和郡鬼北町大字父野川下
１２８６番地
渡 辺 真 紀

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中８９３

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１１２番地２
谷 正 俊

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５２８、１５４６

新居浜市新須賀町二丁目１番
２４１号
鈴 木 幸 恵

〃

〃
大洲市西大洲甲１３０６番地１

鈴 木 幸 恵
〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２２７６、２２７８

北宇和郡日吉村大字父野川下
１３２番地
大 森 隆 義

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中２０８－１

宇和島市寄松甲３１３番地１

山 � 繁 昌
〃

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３０００１６ だんだん介護サービス
有限会社

愛媛県宇和島市伊吹町
甲３８０番地１９ 橋 田 睦 子 居宅介護 だんだん介護サービス

有限会社
愛媛県宇和島市伊吹町
甲３８０番地１９

平成２９年
９月３０日

愛 媛 県 報平成２９年１０月２０日 第２９１９号
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�愛媛県告示第１１２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

３８１０３０００１６ だんだん介護サービス
有限会社

愛媛県宇和島市伊吹町
甲３８０番地１９ 橋 田 睦 子 重度訪問介護 だんだん介護サービス

有限会社
愛媛県宇和島市伊吹町
甲３８０番地１９

平成２９年
９月３０日

３８１３９１００１９ 介護サービス野の花有
限会社

愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８番地２ 二 宮 真佐美 居宅介護 介護サービス野の花有

限会社
愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８番地２

平成２９年
１０月６日

３８１３９１００１９ 介護サービス野の花有
限会社

愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８番地２ 二 宮 真佐美 重度訪問介護 介護サービス野の花有

限会社
愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８番地２

平成２９年
１０月６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本４５３番１地先から

同町脇本４３３番２まで
平成２９年１０月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂３４４３番から

同町山鳥坂３４４２番まで
平成２９年１０月２０日

〃 〃
大洲市肱川町山鳥坂３４０４番から

同町山鳥坂３４０５番まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂３４４３番から

同町山鳥坂３４４２番まで

旧 ４．４～５．１ ０．０３０

新 ４．７～１１．０ ０．０３０

〃 〃
大洲市肱川町山鳥坂３４０４番から

同町山鳥坂３４０５番まで

旧 ３．７～６．４ ０．０２５

新 ５．３～６．８ ０．０２５
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公 告

教育委員会規則

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成２９年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市道後町二丁目１１－１４

愛媛看護研修センター ２階大研修室

２ 試験の日時

平成３０年２月９日（金）１２時３０分

３ 試験願書の提出期間

平成２９年１２月８日（金）から１５日（金）１７時まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

�愛媛県告示第１１２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会規則第７号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年１０月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線 西予市野村町富野川２１５８番２

旧 ５．２～５．７ ０．００８８

新 ５．２～８．６ ０．００８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線 西予市野村町富野川２１５８番２ 平成２９年１０月２０日

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

省略 省略

西条高等

学校

３年 普通科 ６００ 省略 西条高等

学校

３年 普通科 ６００ 省略

理数科 ４０

愛 媛 県 報平成２９年１０月２０日 第２９１９号
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

国際文理国

際科
１２０

国際文理国

際科
８０

国際文理理

数科

国際文理理

数科

商業科 １２０ 商業科 １２０

省略 省略

今治工業

高等学校

３年 今治工業

高等学校

３年 機械科 ４０

機械造船科 １２０ 機械造船科 ８０

電気科 １２０ 電気科 １２０

情報技術科 １２０ 情報技術科 １２０

環境化学科 １２０ 環境化学科 １２０

繊維デザイ

ン科

１２０ 繊維デザイ

ン科

１２０

省略 省略

北条高等

学校

３年 総合学科 ６８０ 北条高等

学校

３年 総合学科 ７２０

省略 省略

松山商業

高等学校

３年 商業科 ２４０ 省略 松山商業

高等学校

３年 商業科 ２４０ 省略

流通経済科 ３６０ 流通経済科 ３６０

国際経済科 ４０ 国際経済科 ８０

地域ビジネ

ス科

８０ 地域ビジネ

ス科

４０

情報ビジネ

ス科

３６０ 情報ビジネ

ス科

３６０

省略 省略

津島高等

学校

３年 普通科 ２２０ 津島高等

学校

３年 普通科 ２４０

省略 省略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員
学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員

省略 省略

松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科 ４０ 松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科 ３２

産業科 ２４ 産業科 ２４

省略 省略

新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略 新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略

高等部 本科 ３年 普通科 ８８ 高等部 本科 ３年 普通科 ８０

産業科 ２４ 産業科 ２４

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第３号
平成３０年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成２９年１０月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成３０年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成３０年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成３０年度県立高等学校の第１学年の募集定員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科

について、一括して募集すること（以下「くくり募集」という。）

ができる。

また、国際文理国際科及び国際文理理数科（以下「国際文理

科」という。）についてはくくり募集する。

さらに、理数科及び国際文理科については、普通科とのくく

り募集ができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭

和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 実施学科

平成３０年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。

２ 募集人員

一般入学の募集人員は、全日制の課程にあっては当該学科の

募集定員から当該学科の推薦入学確約者数を差し引いた数と、

定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 平成３０年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校（以下「中学校等」という。）を

卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了す

る見込みの者

イ 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 出願期間

ア 出願期間は、平成３０年２月１６日（金）午前９時から同月

２２日（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日

を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２２日（木）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

イ 保護者の転勤に伴う県外からの出願については、�の志
願変更期間中も出願することができる。

� 出願制限

ア 入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は課程に出願

することはできない。

イ 入学志願者は、次の�又は�に該当する場合を除いては、
二つ以上の学科に出願することはできない。

� 同一学校、同一課程の農業、工業、商業又は水産に関

する各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する

場合で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とす

るとき。この場合において、くくり募集をする小学科に

あっては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみな

す。

� 理数科又は国際文理科に出願する場合で、当該県立高

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成３０年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
全日制の課程

学科 入学定員

北条高等学校 総合学科 ２００

松山商業高等学校 地域ビジネス科 ４０

津島高等学校 普通科 ６０

（特別支援学校の入学定員の特例）

３ 別表第４備考本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成３０年度における第１学年の入学定員は、

当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
学校が行う教

育の対象者
部 学科 入学定員

松山城北分校 知的障害者 高等部 本科 普通科 １６

新居浜特別支援学校 知的障害者 高等部 本科 普通科 ３２
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等学校の普通科を第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に入学選考料（全日制の課程２，

２００円、定時制の課程９５０円）に相当する愛媛県収入証紙を

貼付し、受検票を添え、在籍又は出身の中学校等又は中等

教育学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在

籍及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合にあっ

ては、直接）、志願先の高等学校の校長（以下「志願先高

等学校長」という。）に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に愛

媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて志願先高等学

校長に提出しなければならない。ただし、志願変更期間

中における保護者の転勤に伴う県外からの出願について

は、愛媛県県立高等学校入学志願理由書に代えて、保護

者の転勤に伴う入学志願許可申請書を志願先高等学校長

に提出しなければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請

書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ

た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う志願変

更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、県外

からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、承

認を受けるものとする。

ウ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ

れる者が志願する場合には、平成３０年１月１６日（火）まで

に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出

するものとする。

高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成３０年１月２３日（火）までに教育長に提出し、協

議するものとする。

エ 中学校等又は中等教育学校において年間３０日以上の長期

欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由

等を記載した自己申告書（厳封すること。）を入学願書に

添え、志願先高等学校長に提出することができる。

オ 海外帰国生徒等としての扱いを希望する場合の手続は、

次のとおりとする。

� 海外帰国生徒等としての扱いを希望する者は、平成３０

年１月１６日（火）までに海外帰国生徒等取扱措置願を志

願先高等学校長に提出しなければならない。ただし、や

むを得ない事情で、期限内に提出ができない場合は、そ

の事情を記した事由書を添えて提出するものとする。

� 高等学校長は、海外帰国生徒等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成３０年１月２３日（火）までに

教育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経

験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき

措置について協議するものとする。

� 海外帰国生徒等とは、保護者とともに県内に住所を有

する者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成３０年２月１５日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における

在住期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるも

のをいう。ただし、保護者が引き続き海外に居住する場

合は、身元引受人を保護者とみなす。

� 志願変更

出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、平成３０年２月２３日（金）午前９時から同年

３月２日（金）正午までの間に、いずれの学校、いずれの課

程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をすることがで

きる。この場合において、定時制の課程から全日制の課程へ

志願変更をするときは、入学選考料の不足額（１，２５０円）に

相当する愛媛県収入証紙を添えなければならない。

志願変更の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前

９時から午後４時まで（同年３月２日（金）にあっては、午

前９時から正午まで）とする。

４ 報告書

� 中学校長は、次の報告書を、平成３０年２月２３日（金）午前

９時から同年３月２日（金）正午までの間に、志願先高等学

校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 学習成績等一覧表

� 中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき

ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ

る参考資料を提出するものとする。

� 志願先高等学校長は、報告書の内容について、必要があれ

ば中学校長に説明を求めることができる。

５ 学力検査等

� 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

ア 検査教科

� 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

� 定時制の課程

国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 検査問題

平成３０年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学

力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について（平成２９年５月２３日愛媛県教

育委員会公告）１�イに定めるところによる。
� 実技テスト

今治工業高等学校繊維デザイン科及び松山南高等学校砥部

分校デザイン科（以下「工業に関するデザイン科」という。）

の入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。�にお
いて同じ。）に対して、実技テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 面接

ア 入学志願者全員に対して、面接を行う。

イ 工業に関するデザイン科の入学志願者の面接は、実技テ

スト終了後に行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３０ 国 語

平成３０年
３月８日（木） １０：４５～１１：１０ 国 語（作文）
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１１：２５～１２：１５ 理 科

１２：１５～１３：１０ （昼 食）

１３：１５～１４：０５ 社 会

平成３０年
３月９日（金）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３５ 数 学

１０：５０～１１：５０ 英 語

１１：５０～１２：５０ （昼 食）

１３：００～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 入学者の選抜方法

� 高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を

踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。

� 合格者の決定は、次の方法による。

ア 全日制の課程

� 学力検査の成績は、各教科５０点満点とし、合計２５０点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、

傾斜配点を実施することができる。この場合において、

理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあっ

ては５教科の中で得点が高い２教科の得点を１．５倍して、

それぞれ７５点満点とし、検査を実施する５教科の合計を

３００点満点とする。

� 調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か

ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計

をいう。以下同じ。）は、１３５点満点とする。

� 調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及

び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定

めるものとする。

� 次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜し、合格者を決

定する。ただし、入学志願者数が募集人員を下回ってい

る場合は、ａ及びｂ中「募集人員」とあるのは、「入学

志願者数」と読み替えるものとする。

ａ 第１選抜

調査書点が上位から募集人員の９０パーセント程度以

内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技

テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜

する。この場合において、農業、工業、商業若しくは

水産に関する各学科、理数科又は国際文理科にあって

は、当該学科を第１志望とする者を対象とする。

ｂ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学

力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、

調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査

書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）

を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選抜す

る。この場合において、農業、工業、商業若しくは水

産に関する各学科、理数科又は国際文理科を置く高等

学校における普通科の第２選抜については、当該学科

を第２志望とする者も対象に含むものとする。

Ａ、Ｂ及びＣの合計は５００点満点とする。また、Ａ、

Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、Ｂ及

びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及びＣ

の満点の比率の合計が１０となるように高等学校長が当

該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若し

くは実技テストの結果のいずれかにより成業の見込み

がないと判断した場合には、合格者としない。

おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科及び専門学科（理数科
を除く。）】

【理数科及び総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３２５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３３００１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に 又は を乗じてＡを、調査書点に

を乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

＜普通科の算出例＞
普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、
２とした場合

Ａ＝学力検査の成績× （３００点満点）

Ｂ＝調査書点× （１００点満点）

Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面
接及び実技テストの評価の得点を換算（１００点満
点）

５０x
２５０

５０x
３００

５０y
１３５

３００
２５０

１００
１３５

イ 定時制の課程

� 学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも５０点満

点とし、合計１５０点満点とする。

� 調査書点は、１３５点満点とする。

� 合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただし、

高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２選抜

の方法のみによって全ての合格者を決定することができ

る。

また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点

については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長

が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表

のとおり。
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満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３１５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に を乗じてＡを、調査書点に を乗じ

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

５０x
１５０

５０y
１３５

� 全日制の課程における普通科の通学区域外からの入学志願

者については、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

第４条の規定に従って選抜する。

� 海外帰国生徒等の入学志願者で、第３の３�オ�の協議に
おいて措置を講ずる必要があると認められたものについては、

�及び�にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づき、
当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高等学

校の第１学年の学級数を限度とする員数については、募集定

員を超えることができるものとする。

� 入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ

れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し

て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす

る。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３０年３月１９日（月）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

� 学力検査の得点等については、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、

口頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３０年

３月１９日（月）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日（以下「休日」という。）を除く日の午前

９時（平成３０年３月１９日（月）にあっては、午前１０時）から

午後５時（夜間定時制課程にあっては、午後９時）までの間

に、志願先の高等学校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

平成３０年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科に

ついて実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科、理数科及び国際文理科にあ

っては当該学科の募集定員の５パーセントから１５パーセントま

で程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあ

っては当該学科の募集定員の２０パーセントから３０パーセントま

で程度の範囲内で、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定

め、事前に公表する。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

ア 推薦入学を志願できる者は、平成３０年３月末日までに県

内の中学校等を卒業する見込みの者又は県内の中等教育学

校の前期課程を修了する見込みの者であって、次の要件の

全てに該当し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の

校長（以下「在籍中学校長」という。）が推薦するものと

する。

� 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適

切であること。

� 当該高等学校・学科に適性及び興味・関心を有するこ

と。

� 人物が優れていること。

� 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科にお

ける学習活動に成果が期待できること。

� 次の要件のいずれかに該当すること。

ａ 特別活動において優れた実績を有すること。

ｂ 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のう

ち、いずれかの分野において、熱心な活動が見られる

こと又は優れた成果を上げていること。

ｃ 理数科、国際文理科又は職業教育を主とする学科を

志願する者にあっては、調査書の各教科の学習の記録

のうち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

イ 出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学

校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め

るものとする。

� 出願期間

出願期間は、平成３０年１月２２日（月）午前９時から同月２９

日（月）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月２９日（月）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

推薦入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は学科に出

願することはできない。ただし、くくり募集をする学科にあ

っては、当該募集の単位をもって学科とみなす。

� 出願手続

ア 在籍中学校長は、推薦に当たっては、在籍中学校長を委

員長とする推薦委員会を設け、適切な推薦入学志願者を決

定するものとする。

イ 県内の中学校等又は中等教育学校において推薦入学志願

者として認められた者は、推薦入学願書に入学選考料（２，

２００円）に相当する愛媛県収入証紙を貼付し、推薦入学受

検票及び自己アピール書とともに、在籍中学校長に提出し

なければならない。
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ウ 在籍中学校長は、推薦入学願書、推薦入学受検票及び自

己アピール書を報告書とともに、出願期間内に志願先高等

学校長に提出するものとする。

４ 報告書

在籍中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次の

とおりとする。

� 調査書

� 推薦書

５ 作文、小論文、面接、集団討論等

� 作文、小論文、面接及び集団討論

推薦入学志願者全員に対して、作文及び小論文のうちから

少なくとも一つ並びに面接及び集団討論のうちから少なくと

も一つの合わせて二つ以上を行う。

なお、作文、小論文、面接及び集団討論の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テスト

工業に関するデザイン科の推薦入学志願者に対して、実技

テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 学力検査

学力検査は、行わない。

� 期日及び日程

期 日 時 間 作文・小論文、面接・集団討論
等

平成３０年
２月８日（木）

９：００～ 点呼・受検上の注意

点呼・受検上
の注意終了後 作文・小論文

作文・小論文
終了後

面接・集団討論
（工業に関するデザイン科にあ
っては、実技テスト（３０分）終
了後に面接・集団討論）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 推薦入学者の選抜方法

高等学校長は、自己アピール書、報告書並びに作文、小論文、

面接、集団討論及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学

校、学科等の特色を踏まえて総合的に判定し、推薦入学者を選

抜する。

７ 合格内定者の通知

� 高等学校長は、平成３０年２月１４日（水）午前１０時から同月

１６日（金）正午までの間に、在籍中学校長に選抜の結果を推

薦入学者選抜結果通知書により通知するとともに、合格内定

通知書を交付する。

� 在籍中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確

約書の用紙を交付するものとする。

� 合格内定通知書の交付を受けた者は、在籍中学校長を通じ、

入学確約書を平成３０年２月２０日（火）正午までに志願先高等

学校長に提出しなければならない。

８ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３０年３月１９日（月）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

第５ 定時制の課程の第２次募集

１ 実施学科

平成３０年３月８日（木）及び９日（金）に実施した一般入学

者選抜（以下「第１次募集」という。）における合格者数が募

集定員に満たない定時制の課程の学科について、第２次募集を

行うものとする。

２ 募集人員

募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、平成３０年３月１９日（月）午前１０時

に、当該高等学校に掲示する。

３ 出願

� 出願資格

第３の３�に定める出願資格を有する者とする。
� 出願期間

出願期間は、平成３０年３月２０日（火）午前９時から同月２８

日（水）正午までとし、受付時間は、土曜日、日曜日及び休

日を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２８日（水）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限及び出願手続

第１次募集の場合に準ずる。

� 志願変更

志願変更は、できないものとする。

４ 報告書

第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、平成３０年

３月２０日（火）午前９時から同月２８日（水）正午までとし、学

習成績等一覧表は、提出を要しない。

５ 学力検査等

第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実

施期日及び日程は、次による。

期 日 時 間 教 科 等

平成３０年
４月３日（火）

９：３０～１０：００ 点呼・受検上の注意

１０：１５～１０：４５ 国 語

１１：００～１２：００ 社会・数学・理科・英語の
うち２教科を選択受検

１２：００～１３：００ （昼 食）

１３：１０～ 面 接

６ 入学者の選抜方法

第１次募集の場合に準ずる。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３０年４月４日（水）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

第１次募集の場合に準ずる。ただし、口頭による開示請求を

することができる期間は、平成３０年４月４日（水）から１月間

とする。

第６ その他

１ 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

２ 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、高等

学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとする。

３ この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項

は、教育長が定める。
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�愛媛県教育委員会告示第４号
平成３０年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成２９年１０月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成３０年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成３０年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成３０年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成３０年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成３０年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者又は県外の義務教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、

教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願期間

出願期間は、平成２９年１２月１３日（水）午前９時から同月１９日

（火）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の

午前９時から午後４時まで（同月１９日（火）にあっては、午前９

時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

５ 出願手続

� 入学志願者は、入学志願書に入学選考料（２，２００円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入

学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛

先を明記して８２円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学校

等又は義務教育学校の校長（以下「小学校長」という。）を経

て、志願先の中等教育学校の校長（以下「志願先中等教育学校

長」という。）に提出しなければならない。

� 入学志願者は、二つ以上の県立中等教育学校に出願すること

はできない。

� 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

ア 県外からの入学志願者は、�により提出する書類に県外か
らの入学志願事由書を添えて志願先中等教育学校長に提出し

なければならない。

イ 志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願

２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

� 小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される

者が志願する場合には、平成２９年１２月６日（水）までに作文、

適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長

に提出するものとする。

中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２９年１２月１２日（火）までに教育長に提出し、協議す

るものとする。

� 海外帰国児童等としての扱いを希望する場合の手続は、次の

とおりとする。

ア 海外帰国児童等としての扱いを希望する者は、平成２９年１２

月６日（水）までに海外帰国児童等取扱措置願を志願先中等

教育学校長に提出しなければならない。ただし、やむを得な

い事情で、期限内に提出ができない場合は、その事情を記し

た事由書を添えて提出するものとする。

イ 中等教育学校長は、海外帰国児童等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成２９年１２月１２日（火）までに教育

長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事

情を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について

協議するものとする。

ウ 海外帰国児童等とは、保護者とともに県内に住所を有する

者又は平成３０年４月１日までに県内に住所を有する予定の者

で、帰国後の期間（帰国した日から平成２９年１２月１２日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における在住

期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるものをいう。

ただし、保護者が引き続き海外に居住する場合は、身元引受

人を保護者とみなす。

６ 志願者数の状況等の公表

中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願

者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な

場所に掲示するものとする。

７ 調査書の提出

� 小学校長は、調査書を平成２９年１２月２５日（月）から同月２８日

（木）まで又は平成３０年１月４日（木）の午前９時から午後４

時までの間に、志願先中等教育学校長に提出するものとする。

� 小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき

は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料

を提出するものとする。

� 志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ

れば小学校長に説明を求めることができる。

８ 受検票の交付

中等教育学校長は、平成２９年１２月２５日（月）から平成３０年１月

４日（木）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長

を通じて入学志願者に交付する。

９ 作文、適性検査及び面接

入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を

行う。

� 作文

作文の字数は、６００字程度とする。

� 適性検査

入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、関心・意欲・態度・社会性など学びへの姿勢を問うも

のとする。

� 面接

入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。

� 期日及び日程

愛 媛 県 報平成２９年１０月２０日 第２９１９号

７９２



期 日 時 間 検 査 等

平成３０年
１月７日（日）

８：５０ 集 合
（志願先中等教育学校体育館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 正 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

� 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

� 受検に当たっての留意事項

ア 作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし

てその時間の検査等を受検できないものとする。

イ 当日の持参品は、次のとおりとする。

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当

ウ イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。

１０ 入学予定者の選考

中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性

検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏

まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定

者を選考する。

� 調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ

ては、次の方法により行うものとする。

ア 調査書の記録の評価は、５０点満点とし、評価方法等につい

ては、中等教育学校長が定める。

イ 作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ５０点満点とす

る。

� 入学志願理由書については、記載された内容によって不利が

生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた

めの補助資料として扱うものとする。

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教

育学校の通学区域に関する規則第４条の規定に従って選考する。

� 海外帰国児童等の入学志願者で、５�イの協議において措置
を講ずる必要があると認められたものについては、�にかかわ
らず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意

欲や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。

１１ 入学予定者の発表

� 入学予定者の発表は、平成３０年１月１５日（月）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。

� 中等教育学校長は、平成３０年１月１５日（月）午前９時から同

月１７日（水）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志

願者及び小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙を入

学予定者に配布する。

１２ 選考結果の口頭による開示請求

� 選考結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛

媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開

示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３０年１

月１５日（月）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを

確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規

定する休日を除く日の午前８時３０分（１月１５日（月）にあって

は、午前９時）から午後５時までの間に、志願先の中等教育学

校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点

１３ 入学予定者の手続等

� 入学予定者の手続

ア 入学確約書の提出

入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな

らない。入学確約書の提出期間は、平成３０年１月１５日（月）

の入学予定者の発表後から同月１９日（金）午後４時まで（受

付時間は、午前９時から午後４時まで）とし、この期間に提

出がない場合には、入学の意思がないものとして取り扱うも

のとする。

イ 入学予定者証明書の交付

中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの

とする。

また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入

学予定者の住所の存する市町村（一部事務組合を含む。以下

同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校へ

就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届け

出るよう、文書により周知するものとする。

ウ 入学の辞退

保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学

辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市町

村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書を

含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなければ

ならない。

� 入学予定者の欠員の補充

ア 中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補

欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確

認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の

確認は、小学校長を経て行うものとする。

イ 欠員の補充を実施する期間は、平成３０年３月３０日（金）ま

でとする。

ウ 欠員の補充の手続は、�の入学予定者の手続に準じて行う。
この場合において、中等教育学校長は、当該手続等について

小学校長を経て通知するものとする。

１４ その他

� 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

� 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、中等

教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許可

を取り消すものとする。

� この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項

は、教育長が定める。
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�愛媛県教育委員会告示第５号
平成３０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成２９年１０月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成３０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成３０年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

第１ 募集人員

平成３０年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２ 本科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者

で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 平成３０年３月末日までに特別支援学校の中学部、中学校

若しくは義務教育学校（以下「中学部等」という。）を卒

業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する

見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者

� 出願期間

入学願書の提出期間は、平成３０年１月２９日（月）から２月

９日（金）までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く

日の午前９時から午後４時まで（２月９日（金）にあっては、

午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

ア 入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障がい部

門への出願をすることはできない。

イ 入学志願者は、次の�から�のいずれかに該当する場合
を除いては、２以上の学科への出願をすることはできない。

� ２以上の学科を設置する県立特別支援学校（みなら特

別支援学校及び松山城北分校を除く。）の学科を志望す

る場合で、当該校の他の学科を第２志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の産業科を第１

志望及び第２志望とする場合で、みなら特別支援学校及

び松山城北分校の普通科を第３志望及び第４志望とする

とき。

� みなら特別支援学校又は松山城北分校の産業科を第１

志望とする場合で、みなら特別支援学校及び松山城北分

校の普通科を第２志望及び第３志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の普通科を第１

志望及び第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の中学部等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部

等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び

中等教育学校のない場合にあっては、直接）、志願先の特

別支援学校の校長（以下「志願先校長」という。）に提出

しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて志願先校長に提出しなければなら

ない。

� 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、速やかに県

外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認を受

けるものとする。

２ 報告書

� 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成３０年２月１３日

（火）午前９時から同月２０日（火）午後４時までの間に、志

願先校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍

中学部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査

を行う。

� 検査教科

当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」という。）

が、学校の実態に応じて決定する。

� 検査問題

平成３０年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２９年５月２３日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成３０年３月６日（火）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。
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� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

５ 入学者の選抜方法

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ

て、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して

入学者を選抜する。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３０年３月２０日（火）午前１０時に、当該

特別支援学校（松山城北分校にあっては、みなら特別支援学校）

において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

� 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平

成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口

頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３０年

３月２０日（火）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く日の午前９時（３月２０日（火）にあ

っては、午前１０時）から午後５時までに、志願先の特別支援

学校（志願先が松山城北分校の場合にあっては、みなら特別

支援学校）で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

学力検査の教科別得点とその合計得点

第３ 専攻科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令第

２２条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当する

ものとする。

ア 平成３０年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学

校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業

する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認められる者

� 出願期間

本科入学者選抜の場合に準ずる。

� 高等部本科との併願

入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等の校長（以下「在籍高等部等校長」という。）

を経て（在籍及び出身の高等部等のない場合にあっては、

直接）、松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。

２ 報告書

� 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証

明書又は卒業見込み証明書を添えて、平成３０年２月１３日（火）

午前９時から同月２０日（火）午後４時までに、松山盲学校長

に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

� 検査教科

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 検査問題

平成３０年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２９年５月２３日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成３０年３月６日（火）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

５ 入学者の選抜方法

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜す

る。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３０年３月２０日（火）午前１０時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

本科入学者選抜の場合に準ずる。

第４ その他

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、

教育長が定める。
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選挙管理委員会告示

別表 平成３０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員

学 校 名 学 科 名 入学定員

本 科
普 通 科 ８

松 山 盲 学 校 保健理療科 ８

専 攻 科 理 療 科 ８

ろう

松 山 聾 学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 ２４

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

み な ら 特 別 支 援 学 校
松 山 城 北 分 校 本 科

普 通 科 １６

産 業 科 ８

今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 聴 覚 障 が い 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 知 的 障 が い 部 門 ） 本 科

普 通 科 ３０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 肢 体 不 自 由 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ３２

産 業 科 ８

新居浜特別支援学校川西分校 本 科 普 通 科 ８

計 ３３０

�愛媛県選挙管理委員会告示第８１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２９年１０月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７９，３２５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，５８７

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，４１６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，００８ １４，６７０

南 宇 和 郡 １９，５７７ ６，５２６

松山市・上浮穴郡 ４３８，９２５ １３９，８２１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４２，５５７ ４７，５１９

宇和島市・北宇和郡 ７９，７８１ ２６，５９４

八幡浜市・西宇和郡 ３９，００５ １３，００２

新 居 浜 市 １０１，３０７ ３３，７６９

西 条 市 ９２，６７０ ３０，８９０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，４７０ １７，４９０

伊 予 市 ３１，８０７ １０，６０３

四 国 中 央 市 ７５，１０２ ２５，０３４

西 予 市 ３３，９５３ １１，３１８

東 温 市 ２８，１６３ ９，３８８
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